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《特集》安心して暮らせる公的年金へ

1　2020年改正

（１）全世代型社会保障

全世代型社会保障検討会議は、2019 年９月

20 日より首相を中心に閣僚と一部の有識者に

より組織され議論を開始した。同年 12 月 19 日

に中間報告が発表されている。中間報告では、

「新しい時代の日本に求められるのは、多様性

である」とし、「多様な学び、多様な働き方、

そして多様なライフスタイルに応じて安心でき

る社会保障制度」の確立を提唱している１。

さらに「これまで社会保障改革といえば、年

金、医療、介護が主要なテーマになってきた

が、今回の全世代型社会保障改革は、人生 100

年時代の到来を踏まえて、働き方を含めた改革
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2020 年５月 29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（以下、「2020

年改正」）が成立した。この年金制度改正は、首相主導で進められている全世代型社会保障検討会議の

中間報告に示された方針に沿ったものである。そこで示される「全世代型社会保障」とあわせて、本改

正の内容を検討するのが本稿の課題である。

先に結論を述べるならば、全世代型社会保障の基本的な考え方は、2020年改正は消極的な改正である。

なぜならば全世代型社会保障の方針が、社会保障制度の改革よりも雇用政策に力点を置いているためで

ある。一方で、最低限度の生活保障という社会保障本来の目的への接近は見られず、低年金者が多数い

るという日本の年金制度が抱える問題は残されたままとなっている。こうした視点を加えて、全世代型

社会保障について分析してみよう。

を行っていく」としているように、「働き方改

革」に合わせた制度に作り替えることが社会保

障改革の課題と認識されているようである。

少子高齢化による高齢者人口の増加と生産年

齢人口の減少に対して、高齢者と女性の就業を

増やし、労働力および社会保険料負担者の確保

を図ることが、全世代型社会保障の骨子であ

る。中間報告内では「ライフスタイルの多様

化」という言葉が多く見られる。その言葉は

「高齢者についての画一的な捉え方を変え」２

という表現が示すように、高齢者にも現役世代

と同様に社会保障の負担を求めることを含意し

ていることに注意が必要である。

中間報告全体を通して、社会保障がどのよ

うな役割を果たすべきかという視点が見られ

ない点も、全世代型社会保障の特徴といえる
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だろう。日本の高齢者の相対的貧困率は 19.0％

で、ＯＥＣＤ平均の 12.5％を上回っている３。

また、厚生労働省「国民生活基礎調査」（2017

年）によると、老齢年金受給者のうち男性の

17.0％、女性の 52.9％は年金額が年額 100 万円

未満である。こうした低年金者が生じやすい年

金制度の構造から、日本は国際的にみても高齢

者が貧困に陥りやすい国となっている。こうし

た問題に対して全世代型社会保障検討会議の中

間報告は目を向けていない。

（２）改正の概要

次に 2020 年改正の具体的な内容を確認して

おこう。法律の改正点は多岐にわたるが、主要

な点は①被用者保険（厚生年金保険法、健康保

険法）の適用拡大、②在職中の年金の在り方の

見直し、③受給開始時期の選択の拡大、④確定

拠出年金の加入可能要件の見直し等の４つであ

る。

③に関しては、法案検討段階において年金支

給開始年齢の引き上げの可能性として、大きく

世間の注目を集めた。しかし、最終的には既存

の 70 歳まで認められている任意の繰下げ受給

が、75 歳までの繰下げまで選択肢を広げられ

たが、標準の受給開始年齢である 65 歳につい

ては変更が加えられなかった。

②の在職老齢年金の見直しは、60 ～ 64 歳の

間において年金支給が停止される賃金額と年金

の合計額の基準を現在の月額 28 万円から 47 万

円に引き上げ、在職しながらの年金受給の機会

を増やす改正である。これにより、60 代前半

の就労率を増やすのが目的である。

②、③は共に、年金受給開始前後の年齢段階

で自身の体力と生活に余裕がある人に、積極的

な就労継続のインセンティブを与えるものであ

る。

これに対し①の被用者保険の適用拡大は、短

時間労働者に厚生年金（および被用者健康保

険）の加入機会を広げ、低年金問題の軽減に寄

与する可能性がある改正である。しかし今回の

改正は、2012 年の年金制度改正において始まっ

た短時間被保険者制度の対象範囲を、僅かに拡

張する程度のものにとどまった。

2012 年の改正で導入された短時間被保険者

制度は、週の所定労働時間が 20 時間以上 30 時

間未満の労働者のうち、１年以上継続して雇用

が見込まれること、月の報酬が 8.8 万円以上で

あること、学生でないこと、501 人以上の企業

であることの４つの条件をすべて満たす労働者

を新たに厚生年金に加入させるものであり、

2016 年 10 月より施行された。今回の改正で

は、経過措置であった企業規模による制限を緩

和し、2022 年 10 月に 100 人超、2024 年 10 月

に 50 人超の規模の企業まで適用を拡大するこ

ととなった。

2020 年改正の主要点は以上の通りで、全体

として消極的なものであった。政府の目指す全

世代型社会保障が、社会保障制度の改革よりも

雇用政策を優先しているためであると考えられ

る。

（３）2020年改正の背景

2020 年改正は厚生年金加入者を増加させる

ことに主眼を置いている。こうした改正をする

背景には、年金財政の持続可能性に対する懸念

がある。

年金財政の持続可能性を検証するため、５年

に１度実施される年金財政検証で、100 年先ま

での収支が推計される。その結果を踏まえて、

年金給付水準の段階的な引き下げをするマクロ
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経済スライドの実施期間も推計される。ただ

し、給付水準の引き下げが行われても、給付水

準を示す指標である所得代替率が 50％を下回

らないことと定められている。財政検証結果

に関する論点は、所得代替率が将来にわたり

50％の水準を確保できているかに当てられる。

2019 年の財政検証では、「経済成長と労働参

加が進むケース」３ケース、「経済成長と労働

参加が一定程度進むケース」２ケース、「経済

成長と労働参加が進まないケース」１ケースの

計６ケースに分けて将来推計が作成された。

そのうち、将来にわたって所得代替率 50％を

確保できるのは、「経済成長と労働参加が進む

ケース」のみである。

「経済成長と労働参加が進むケース」とは、

経済・雇用政策を適切に講ずることで、経済成

長と労働市場への参加が進むシナリオ４である

とされる。そのシナリオでは男性では 60 歳以

上、女性では 20 歳代後半以上の特に 30 ～ 40

歳代で、労働力率が大きく上昇することとなっ

ている５。

つまり、高齢者や女性の労働参加を進めるこ

とは、年金財政を維持する生命線となってい

る。2020 年改正がそのために十分なものであっ

たのか、今後の結果が問われることとなる。

2　厚生年金の適用拡大

（１）厚生年金加入動向

厚生年金への高齢者や女性の加入拡大が、全

世代型社会保障の要となっている。厚生年金へ

の加入動向について確認しておこう。図１は

15 ～ 69 歳の労働力率と労働力人口中の厚生年

金加入者の割合（厚生年金加入率）の推移を男

女別に示している。男性の労働力率はほぼ横ば

いであるが、女性の労働力率は上昇を続けてお

り、特に 2010 年代以降の上昇が顕著である。

厚生年金加入率は 2001 年を底として、男女と

も大きく上昇している。一般に、非正規雇用が

増えたことで厚生年金加入率は低下していると

考えられがちであるが、実際には厚生年金への

加入が拡大しているのである。

社会保障審議会年金数理部会「公的年金財政

状況報告」（2019 年）によると、2016 年 10 月

から導入された短時間被保険者制度の被保険者

は 2018 年度末時点で 43.8 万人となっている。

2015 年度末時点から 2018

年度末時点までに厚生年

金被保険者（一元化後の

全被用者年金合計）は、

4128.9 万 人 か ら 4428.4 万

人へと 299.5 万人増加して

いる。短時間被保険者制

度による増加分は、この

うちの 14.6％に過ぎない。

厚生年金保険法の改正に

よる適用拡大の効果より

も、雇用環境の変化によ

図1　労働力率と厚生年金加入率（推計値）の推移（15～ 69歳）

（注１）労働力率は、総務省「労働力調査」による各年次平均値である。
（注２）厚生年金加入率は、総務省「人口推計」の各年 10月 1日現在の総人口に労働力率を乗じた値
を労働力人口とし、社会保障審議会年金数理部会「公的年金財政状況報告」の各年度末時点の厚生
年金加入者数（厚生年金及び各共済年金など被用者年金加入者の合計）を労働力人口で除した推計
値である。	

出所：総務省「人口推計」、総務省「労働力調査」、社会保障審議会年金数理部会「公的年金財政状況報告」
より筆者作成。	 	 	 	 	 	 	 	
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る要因の方がより多く厚生年金被保険者を増加

させている。

（２）雇用形態別公的年金加入状況

この点を詳しく分析するため、20 ～ 59 歳と

60 ～ 69 歳の雇用形態別の公的年金加入状況を

2008 年、2013 年、2018 年の三時点間で比較し

たものが表１である。年齢構成比の変化による

影響を除去するため、2013 年、2018 年の数値

は、2008 年の年齢構成比と同じとなるように

ウェイトバックしたものである。

20 ～ 59 歳についてみ

ると、正規の職員・従

業員の割合は男女とも

2008 年から 2013 年の間

でわずかに減少し非正規

雇用化が進んでいたこと

がわかるが、2013 年か

ら 2018 年にかけては正

規の職員・従業員の割合

が増加している。公的年

金加入状況は、男性では

すべての雇用形態で、厚

生年金・共済年金加入の

割合が一貫して増加して

いる。女性についても同

様であるが、パート・ア

ルバイトの厚生年金加入

は男性ほど増えていな

い。 一 方 で、2013 年 か

ら 2018 年にかけて第３

号被保険者の割合がわず

かに増加している。男性

の厚生年金加入者が増加

し、その配偶者として第

３号被保険者となる女性が少なくなかったこと

がわかる。

60 ～ 69 歳の正規の職員・従業員の割合は、

男性では上昇が続いたが、女性では 2008 年か

ら 2013 年で低下、2013 年から 2018 年でほぼ

横ばいであった。女性では派遣社員・契約社

員・嘱託の割合が特に上昇している。公的年

金加入状況は、60 歳を超え第３号被保険者の

対象から外れることで男女の差異は縮まってい

るが、非正規雇用で厚生年金に加入する割合は

男性より女性の方が低い傾向である。男女とも

表１　雇用形態別の公的年金加入状況の変化

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」より筆者作成。

	 100.0		 86.7		 7.5		 5.8		 100.0		 41.6		 28.5		 30.0	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 8.9		 4.4		 52.9		 19.9		 2.3		 2.2		 3.3		 1.2	
	 88.4		 94.7		 27.3		 72.9		 54.7		 72.7		 21.3		 61.1	
	 0.1		 0.0		 0.8		 0.4		 -	 -	 -	 -
	 2.6		 0.9		 19.0		 6.9		 43.1		 25.1		 74.9		 37.6	
	 100.0		 46.8		 42.3		 10.9		 100.0		 21.3		 69.7		 9.1	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 13.1		 4.4		 23.0		 12.2		 4.9		 2.3		 5.8		 3.4	
	 63.3		 94.1		 26.4		 74.1		 31.1		 68.0		 18.2		 41.5	
	 20.7		 0.8		 45.2		 11.4		 -	 -	 -	 -
	 2.8		 0.7		 5.3		 2.5		 64.0		 29.7		 75.7		 53.7	
	 100.0		 86.4		 8.0		 5.6		 100.0		 42.3		 25.9		 31.7	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 8.5		 4.1		 49.5		 17.8		 2.7		 3.0		 3.9		 1.4	
	 89.2		 95.0		 34.9		 77.5		 57.7		 70.3		 28.6		 64.7	
	 0.2		 0.0		 1.3		 0.6		 -	 -	 -	 -
	 2.0		 0.8		 13.5		 3.4		 39.7		 26.7		 67.5		 34.1	
	 100.0		 46.5		 42.7		 10.7		 100.0		 20.0		 68.1		 11.7	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 13.0		 4.1		 23.4		 10.2		 4.0		 2.5		 4.7		 2.5	
	 65.5		 94.4		 30.7		 79.0		 34.1		 64.5		 21.8		 52.9	
	 19.0		 0.8		 41.3		 9.1		 -	 -	 -	 -
	 2.3		 0.7		 4.4		 1.4		 61.9		 33.0		 73.5		 44.6	
	 100.0		 87.9		 6.7		 5.4		 100.0		 45.3		 24.8		 29.8	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 5.2		 1.8		 45.1		 10.6		 1.7		 2.0		 2.5		 0.7	
	 93.5		 97.9		 42.4		 86.0		 62.0		 76.3		 31.4		 65.9	
	 0.2		 0.0		 1.6		 0.4		 -	 -	 -	 -
	 1.1		 0.3		 10.6		 2.1		 36.2		 21.7		 66.1		 33.4	
	 100.0		 51.2		 39.2		 9.6		 100.0		 20.2		 67.4		 12.3	
	 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0		 100.0	
	 8.3		 1.8		 17.4		 6.2		 1.9		 2.3		 2.1		 0.6	
	 70.8		 97.3		 33.3		 82.5		 34.8		 71.1		 20.3		 54.6	
	 19.5		 0.6		 46.4		 10.0		 -	 -	 -	 -
	 1.4		 0.4		 2.8		 0.9		 63.3		 26.7		 77.7		 44.0	

60 ～ 69 歳20～ 59歳

雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
雇用形態別構成比
総数
　第１号
　第２号（厚生・共済）
　第３号
　加入していない
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厚生年金加入者は増えているものの、女性の非

正規雇用化が進んだこともあり、2008 年から

2018 年の間で男女の差が大きくなっている。

厚生年金加入者の増加は、近年の労働力不足

による正規雇用への揺り戻しと、非正規雇用労

働者に厚生年金を適用させる傾向の両面から起

こっている。裏を返せば、景気悪化に伴い労働

市場が反転すれば、再び厚生年金加入者は減少

する危険性が潜んでいることとなる。さらに、

労働政策研究・研修機構の「従業員の採用と退

職に関する実態調査」によると、過去５年間で

正規従業員を懲戒などにより普通解雇した事業

主の割合が、2004 年調査の 13.0％から 16.3％

に増加している６。正規雇用が増加していても

正規雇用自体の雇用の安定性が低下しつつあ

り、個人単位で見たときに、厚生年金加入状態

が長期に維持されていくのかも今後検証される

べきである。

3　低年金者対策の必要性

（１）短時間被保険者制度による低年金者対策

厚生年金への加入者が増加していけば、年金

財政の持続可能性は少なからず改善していくだ

ろう。しかし、社会保障としての本来の目的で

ある最低限度の生活保障を見失ってはならな

い。貧困状態にある高齢者の多い日本では、低

年金者を減らす方策も検討されるべきである。

短時間労働者が厚生年金に加入することで、

将来の年金額を増加させ低年金を防止する効果

が期待される。しかし、厚生年金短時間被保険

者となることができる月収の最低条件である

8.8 万円で 10 年間厚生年金に加入した場合、増

加する厚生年金額は月額 4,600 円に過ぎない。

厚生年金額は加入期間に比例するので、20 年

加入で 9,200 円、30 年加入でも 1 万 3,800 円で

ある。これでは老後の貧困問題の解消には十分

とはいいがたい。

2012 年改正で創設され、当初予定されてい

た 2016 年 10 月の施行開始が延期され続けてい

た年金生活者支援給付金の支給が、2019 年 10

月にやっと開始された。年金生活者支援給付金

の支給対象は公的年金等の収入金額とその他の

所得との合計額が 87 万 9,900 円以下の者とさ

れており、この所得制限額は基礎年金満額に約

10 万円、月額にして 8,000 円強を加えた額であ

る。そのため、年金生活者支援給付金と短時間

被保険者への厚生年金の給付が相殺されてしま

うケースが多く発生するのではないだろうか。

年金生活者支援給付金の支給額も、最大で月

額約 5,000 円と極めて少額である。短時間被保

険者制度も年金生活者支援給付金も、低年金問

題解消にとっては心許ない対策に過ぎない。今

後のさらなる高齢化を見据えた抜本的な改革が

必要だろう。

（２）単身高齢者の貧困問題

先に述べたように、日本では人口全体の貧

困率よりも高齢者の貧困率の方が高い。阿部

（2018）の推計では、高齢者のなかでも単独世

帯の貧困率が突出して高いことが指摘されてい

る。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の

世帯数の将来推計」（2018 年推計）によると、

65 歳以上の独居率は男性で 2015 年の 14.0％

から 2040 年の 20.8％へ、女性で 15.3％から

18.9％に上昇すると予想されている。

日本の公的年金の給付額は夫婦世帯で受給す

ることを前提に設計されており、単身で老後を

迎える場合、年金給付が生活費に対して不足し

やすい。表２は老齢年金受給者のうち年金額が

https://rodosoken.com/
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年 100 万円未満の低年金者の割合を、性、年

齢、配偶者の有無別に示したものである。注目

すべきは男性の配偶者ありとなしの違いで、配

偶者なしの方が低年金者の割合が多い。その差

は年齢が低いほど大きくなっている。

この理由としては、現役時において既婚者に

対して非婚者の方が賃金や雇用の安定度が低

かったことが考えられる。女性については、配

偶者ありより配偶者なしの方が低年金者の割合

が少ない。結婚により第３号被保険者とならな

かったことで、結婚した女性より個人の年金額

は多くなるが、それでも低年金者の割合は高

く、配偶者なしの男性の 1.5 倍ほどとなってい

る。

独居する単身高齢者が増加する要因として、

未婚率の急上昇が考えられる。現役世代の未婚

率を性、年齢、就業状態別に比較したものが図

２（男性）、図３（女性）である。30 歳以降の

男性では、無業者または非正規雇用労働者であ

る場合に顕著に未婚率が高いことがわかる。女

性はおおむね男性と逆の傾向であるが、派遣社

員・契約社員・嘱託と前職無しの無業者（職務

配偶者	 あり	 なし	 あり	 なし
性別	 男	 女	 男	 女	 総数	 男	 女	 男	 女
65 歳以上計	 17.0	 68.0	 25.6	 34.7	 100.0	 35.7	 30.7	 7.8	 25.8
65 歳～ 69歳	 16.0	 65.9	 29.9	 34.3	 100.0	 38.5	 38.8	 9.2	 13.5
70 歳～ 74歳	 15.2	 68.4	 27.2	 31.8	 100.0	 39.6	 35.7	 7.2	 17.5
75 歳～ 79歳	 16.6	 70.0	 19.0	 30.8	 100.0	 38.6	 32.4	 6.6	 22.4
80 歳以上	 20.5	 68.9	 23.4	 36.8	 100.0	 28.4	 18.4	 8.0	 45.2

100

80

60

40

20

0

低年金者（年金額が年 100 万円未満）
の割合（％）

20～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳

年齢別構成比（％）

表２　性、年齢、配偶関係別、低年金者の割合（2017年）

図２　性、年齢、就業状態別未婚率（男性、2017年）

出所：厚生労働省「老齢年金受給者実態調査」より筆者作成。

出所：総務省「就業構造基本調査」より筆者作成。

派遣社員
契約社員
嘱託

無業者
無業者
（５年以上）

無業者
（前職なし）

パート
アルバイト
その他

正規の職員・
従業員有業者全体

（％）
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《特集》安心して暮らせる公的年金へ

経歴なし）の場合は、未婚率が全体よりも高い

点は見逃すべきではないだろう。

男性の非正規雇用労働者や無業者で未婚率が

高いのは、家族を扶養する経済的基盤がなく結

婚を避けざるを得ない状況にある人が多いため

と考えられる。そうした人たちは老後を迎えた

とき、単身の低年金者となり深刻な貧困状態に

陥る可能性が高い。非正規雇用労働者の低賃金

や雇用の不安定性が解消されない限り、厚生年

金の加入拡大のみでは低年金問題をなくすこと

はできないだろう。単身を想定した高齢者の低

年金・貧困対策が必要である。

まとめにかえて

本稿では、全世代型社会保障のための改革の

一環として行われた、年金制度の 2020 年改正

内容と、日本の年金制度の課題について検討し

た。年金財政の安定化のため、厚生年金への高

齢者や女性（短時間労働者）の加入拡大が目指

されているが、その改正内容は消極的なもので

あった。一方で、年金制度の改正内容によら

ず、労働市場の人手不足化により、厚生年金の

加入者は増加傾向にある。しかし、依然として

現役世代に非正規雇用労働者が多く、そうした

人々は非婚率も高いことから老後の貧困リスク

を抱えている。現状でも深刻な高齢者の貧困問

題が、今後さらに深まることが懸念される。

全世代型社会保障検討会議の中間報告では、

高齢者の貧困問題には目が向けられていない。

2020 年改正も厚生年金への適用拡大に関する

部分は、2012 年改正の一部を発展させたもの

であるが、2012 年改正の「最低保障機能の強

化」という目的まで引き継いでいるとは解し難

い。もちろん、2012 年改正で導入された年金

生活者支援給付金や短時間被保険者制度も、現

100

80

60

40

20

0
20 ～ 29 歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳

図３　性、年齢、就業状態別未婚率（女性、2017年）

出所：総務省「就業構造基本調査」より筆者作成。

派遣社員
契約社員
嘱託

無業者
無業者
（５年以上）

無業者
（前職なし）

パート
アルバイト
その他

正規の職員・
従業員有業者全体

（％）
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状では高齢者の貧困問題を大幅に解消する効果

を期待できるものではないが、目的を見失わず

制度の改善を続けていくべきである。

単身高齢者の低年金・貧困問題の解消には、

現役世代と高齢者の両方に向けた政策が不可欠

である。現役世代に対しては最低賃金の引き上

げが不可欠である。また、低年金者は年金額に

占める基礎年金の割合が高いので、基礎年金の

給付水準を見直す必要もあるだろう。特に年金

給付水準を段階的に引き下げるマクロ経済スラ

イドの基礎年金への適用は、行うべきではな

い。それに加えて、医療・介護の社会保険料と

給付時の自己負担軽減や、家賃補助による住宅

費の軽減も貧困リスクの軽減に大きく寄与する

はずである。

現在日本では就業構造と生活構造が、相互に

作用しながらドラスティックに変化しつつあ

る。そうした中で生じる貧困問題や生活不安に

対処していくためには、特定のカテゴリーの制

度や対象者にとられず、総合的な視点による社

会保障の見直しが必要となっている。年金制度

の 2020 年改正は、年金制度自体の持続可能性

のみに焦点が狭められてしまっている。最低限

度の生活保障という社会保障の本来の目的に立

ち返り、現代における新たな社会問題を認識し

て必要な制度改革を目指すことこそ、真に「全

世代を対象とした社会保障改革」といえるので

はないだろうか。
（はたなか　とおる・帝京平成大学）
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